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「村民自治」から「農村社区建設」へ
―中国農村における「行政化」問題―

滝　田　　　豪

From “Village Self-government” to “Rural Community Construction”: 
The Problem of “Administrative Tendency” in Rural China

Go TAKIDA

はじめに

改革開放政策が始まった 1980年代の中国農村では、約 20年続いた人民公社体制が解体され、日本

の町村にあたる行政組織として鎮と郷が設置され、その下には村民委員会が組織された。村民委員会

は憲法で「大衆自治組織」と規定された。そして 1980年代末から 90年代にかけて、「村民自治」と呼

ばれる改革が実施された。その特徴は村民委員会のメンバーを村民の直接選挙で選ぶことである。こ

れによって農村社会の凝集力を高め、集団農業解体後に分散化する農村を、改めて安定化することが

目指された。また 1989年の天安門事件以後民主化の動きが停滞する中で、農村の選挙は民主化の

ショー・ウィンドウとしても注目を集めた。経済発展が民主化を促すという通念とは正反対に、都市

よりも貧しい農村が民主化で先行したことにも関心が寄せられた。

ところが現在、「村民自治」をめぐるそのような熱気はすっかり下火となっている1）。その一方で、

農村では「農村社区建設」と呼ばれる新たな改革が動き出している。これは、都市部で 1990年代か

ら 2000年代にかけて進展した「社区建設」を農村に導入するものである。都市と農村の位置づけは、

順序が逆転したかのようである。また「村民自治」や都市の「社区建設」に当初見られたような熱気は、

「農村社区建設」にはすでにない2）。本稿で述べるように、「農村社区建設」が前両者と同じ問題点を

抱えていることが、開始直後から明確に指摘されているのである。その問題とは、「行政化」である。

1. 「村民自治」と「行政化」3）

「村民自治」は 87年の「村民委員会組織法」（試行）によって定式化され、98年の改正で「試行」

がとれると、ほとんどの地域で行われるようになった。数多くの先行研究が指摘しているのは、村民
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委員会のメンバーが選挙で選ばれることによって、村の幹部がより村民のために働くようになり、村

の公共支出がより増える傾向の存在である4）。その意味で、「村民自治」は農村の政治の改善に効果が

あった。また、現在まで、選挙の質の改善や、民主的な意思決定機関としての村民会議や村民代表大

会の整備など、制度の改革が不断に繰り返されてきている。

ところが、この間の農村の政治が、これを推進した共産党政権の期待通り安定していたとは言い難

い。とりわけ 1990年代には、幹部が農民から恣意的に費用を取り立てる「乱収費」と、それを契機

とする幹部と農民の衝突が増加して社会問題となった。政府はこれを解決するために、2000年前後か

ら農村幹部の費用取り立ての権限を廃止する「税費改革」を行い、2006年には農業税を廃止するとい

うドラスティックな改革を行った。だが「乱収費」問題が鎮静化すると、今度は開発のための土地収

用をめぐる農村幹部と農民の衝突が注目を集めるようになった5）。農民が使用権を持つ土地を、村や

郷鎮の幹部が開発業者にリースし、その業者からの支払いは非正規のルートによって幹部の懐に入り、

土地を失ったのに十分な補償金が与えられないと農民が不満を抱く、というのが典型的なパターンで

ある。

「村民自治」は農民のために働く幹部を増やすはずなのに、なぜこのような問題が後を絶たないの

か。いくつかの理由が考えられる。もちろん村幹部自身の腐敗もある。だが構造的な問題としては、

村民委員会と上級の郷鎮（政府、党委員会）との関係、あるいは村の党支部との関係が指摘されてい

る。これらが選挙に干渉したり、または選挙後の村民委員会の運営に干渉したりすることによって、

「村民自治」は外部からの干渉にさらされ、純粋な形で存在することが難しいのである6）。それでも一

時期は、選挙で選ばれた村民委員会が郷鎮や村党支部に抵抗して衝突が起こることも増えたが、こう

した衝突は村党支部のトップである書記が村民委員会のトップである主任を兼ねるなど、党支部と村

民委員会の兼任を進めることによって抑えられた。また郷鎮が望む候補が選挙で敗れることも増えた

が、そのような選挙では村幹部の腐敗が争点になることが多く、これを未然に防ぐために村の財政を

郷鎮が管理することも増えた。こうした一連の動向は中国で「行政化」と称され、「自治」を扼殺す

るものと批判されている7）。

ところで、「乱収費」が問題化したのは、このように農村政治を動かす郷鎮や村の幹部が、市場経

済化の中で営利的な傾向を強めたからでもある。また、郷鎮や村だけでなく、より上級の市や県が経

済開発の資金を農民からの取り立てに求め、郷鎮や村の幹部がそれを担当させられることも多かった。

このような郷鎮や村、あるいは県や市の行動パターンは、「乱収費」が鎮静化した後も、土地収用を

めぐって繰り返されている。また上述のように、農民の側に立ってこれらに抵抗する村幹部も現れて

いるが、力でねじ伏せられることが多い。

また、「税費改革」によって財源を奪われた郷鎮や村の中には、財政難で機能不全に陥るところも

出てきた。もともと、開発にともなう資金集めなどによって、農村の政府は債務が増大していた。「税
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費改革」による財源の縮小はそれに追い打ちをかけた。そのため郷鎮や村は、人員の手当や必要経費

の維持に精一杯で通常業務に手が回らなくなったり、人員削減や整理統合が進められたりした。その

結果、郷鎮や村の財政は上級政府からの補助金に依存するようになった。つまり郷鎮や村は独自の機

能を失い始めた8）。これは「行政化」の一層の進展だと言える。

2010年には「村民委員会組織法」が改正され、選挙や罷免の手続きが整備されるなど、「村民自治」

の制度は進化を続けている9）。だが「自治」の実効性は衰退しつつあり、「行政化」の傾向がよりいっ

そう顕著となっている。

2.　「都市社区建設」と「行政化」10）

農村の村民委員会に相当する「大衆自治組織」は、都市部にも設置されている。居民委員会である。

農村で村民委員会を中心に「村民自治」が進められていた時期に、都市で居民委員会を中心に進めら

れたのが「社区建設」である。これは、1980年代後半の一部地域の取り組みを踏まえて、1991年に

民政部が出した「“社区建設”の構想と意見に対する聴取に関する通知」に始まるとされる。その後、

2000年に「全国的範囲で都市社区建設を推進する民政部の意見」が出された後、大々的に広められる

ことになった。

都市の「社区建設」は、2000年の「意見」の前後で大きく変化したとされている。それに先立つ

1990年代の特徴は、住民の自発的試みが目立ったことである。具体的には、食品・雑貨の販売や家電

修理、理容サービス、育児サービス、高齢者福祉サービスなどを新たに立ち上げ、収益を得ていた。

それ以前の計画経済時代は「単位」社会であった。「単位」は職場を指す。計画経済下の国有企業な

どでは、仕事だけでなく、住宅や福祉など都市生活のあらゆる側面が職場に付随しており、上記の各

種サービスも職場を通じて提供されるものだった。ところが 1980年代以後の市場経済化によって、

国有企業に属さず、職場のサービスを受けない人が増加した。そこで、居民委員会が中心となって、

様々なサービスを提供するようになった。こうした活動が「社区」（コミュニティ）の服務（サービス）

と呼ばれるようになっていった。これは農村で「村民自治」が行われた背景に、人民公社の集団作業

が無くなったことによる社会の分散化があったこととよく似ている。

一方、2000年以後の都市社区建設の特徴は、「行政化」であるとされている。まず、居民委員会は「社

区」サービスで収益を得ることが禁止され、その機能を失い始めた。そして「社区」の範囲を 1000～

3000戸の行政区画として再編し、党支部や社区居民委員会、社区成員代表大会などが改めて設置され

た。この組織形態からは、農村の「村民自治」の影響を受けていたことがうかがえる。

2000年以後の変化に対する評価は分かれている。一方では、農村の「村民自治」で言われているよ

うに、「行政化」によって「自治」が扼殺され、1990年代のような自発的な発展がなくなってしまっ
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たことを批判する声がある。しかし他方では、「社区」の自治を「団体自治」として確立するものだ

という見方もある11）。1990年代に提供されていたサービスは、市場経済化が進むにつれて市場によっ

て提供されるようになり、そのままでは「社区」はその地位を失いかねなかった。これを防ぐのが「行

政化」だった、というわけである。

3.　「農村社区建設」

3-1.　「農村社区建設」の推進

「農村社区建設」は 2006年 9月に民政部が出した「農村社区建設のテストをしっかり行って社会主

義新農村建設を推進することについての通知」によって中央政府の公式な政策として登場し、翌 2007

年 3月には民政部が全国で「農村社区実験県（市・区）」の募集を開始した12）。その後約 300の「実験

県」が指定され、全国の村総数の約 3%にあたる約 2万の村で「農村社区建設」が行われることになっ

た13）。実施村数は 2009年 9月の時点で全国の約 11%に拡大したという14）。進度には地域ごとにバラツ

キがあり、平均以上の例をあげると、安徽省が全村の 25%を達成、山東省が 2010年までの 50%達成

を目標として掲げ（結果は不明）、遼寧省は 2015年までの 80%達成を目標に掲げている15）（ただし、

実績づくりのために建物など形だけ整えている例も指摘されており、数値の内実ははっきりしな

い16））。

これが都市の「社区建設」の影響を受けていることは明らかである。都市も農村も「社区建設」は

民政部の同じ部局（基層政権和社区建設司）が管轄しており、「村民自治」も同様である。民政部の

官僚が執筆した『農村社区建設実験工作講義』（以下、『講義』）では、民政部のトップ（部長）が序

文を寄せ、20年前に村民自治を試行し、10年前に都市社区建設を開始したことに触れている17）。

3-2.　農村社区の類型

農村社区の類型はおおむね次の三種類である。「一村一社区」（一つの村に一つの社区）、「一村多社

区」（一つの村に複数の社区）、「多村一社区（数村一社区）」（複数の村で一つの社区）。当初の実験県

の段階で、「一村一社区」が約 76%、「一村多社区」が約 7%、「多村一社区」が約 15%とされてい

る18）。したがって大部分が「一村一社区」であると言える。

以下、『講義』および南裕子の研究19）などに拠りながら、内容を概観する。

「一村一社区」

湖南省の実験県では、既存の村民委員会を「社区村民委員会」に改名し、それとは別に「社区サー

ビスセンター（服務中心）」を新設している。さらに社区サービスセンターの建物に「基本サービス
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ステーション（服務站）」を併設する。それぞれの内容は、農業科技、扶貧幇困、文化教育、医療衛星、

法律、関心下一代（次世代）、などである。

社区サービスセンターの主任は村の党支部書記、副主任は村民委員会主任である（この点は後で触

れる）。その下の各サービスステーションの長も党支部や村民委員会の役員が就任するが、その他の

人を募集することもある（『講義』113–114頁）。

「一村多社区」

江西省では民政部が「農村社区建設」を始める以前の 2001年から、独自に「村落社区」建設を行っ

ている20）。「村落社区」は自然村（集落）を単位とする。村民委員会が設置されている行政村は複数

の自然村から構成されているため、一つの行政村の中に複数の「村落社区」（自然村）が存在するこ

とになる。「村落社区」には「村落社区ボランティア（志願者）協会」を組織する。ボランティア協

会のメンバーは「五老」と呼ばれる年長者（老党員、老幹部、老農民、老教師、老復員軍人）と党支

部などの役職についていないヒラ党員から成る。彼らに手当は支給されない。ボランティア協会の下

には複数の「ステーション（站）」が置かれる。例えば、社会互助、環境衛生監督、民間紛争の和解、

文化体育活動、公益事業サービス（服務）などを担当する（同 122–124頁）。

「多村一社区」

山東省諸城市では、半径 2～ 3 km、3～ 5村、1000～ 3000戸の範囲を一つのグループとし、うち 1

村を「中心村」と位置づける。「中心村」には「社区サービスセンター」を設置し、その下に医療保健、

環境衛生、文教体育、計画出産、社会保障、治安を担当する「サービスステーション（服務站）」を

置く（同 117–119頁）。

また後に述べるように、諸城市では中心村に集合住宅を建設し、農民はそれまでの宅地を収用され、

集合住宅に移転して暮らすことになっている。これは「集中建社区」とも呼ばれる。

3-3.　「農村社区建設」と「行政化」

『講義』では「農村社区建設」が重要である理由が六つあげられている。（1）国家目標である「社

会主義和諧社会」の建設、（2）政府の「社会主義新農村建設」による農村への投資や社会保障などの

政策の受け皿、（3）村民自治の活性化、（4）農民の生活水準の向上、（5）社会の管理と安定、（6）公

共サービスの向上、である（9–12頁）。また長期目標は都市と農村の格差を解消して「城郷一体化」

を実現することだとされている（16頁）。

本稿の関心からは、（3）の「村民自治の活性化」が目を引く。ただし、この民政部官僚の叙述からは、

自らが推進してきた「村民自治」に対して、積極的な評価よりも、むしろ消極的な評価がうかがえる。
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なぜなら、そこで語られているのは、先述した通りの「村民自治」の「行政化」だからである。例えば、

農村社区が必要な理由として、村民委員会などの村民自治組織が負担する任務が多すぎて自治機能を

発揮できてないから（10–11頁）とか、村民委員会がほとんど郷鎮政府の下部組織になってしまった

から（37頁）といった表現が散見される。そして「農村社区建設」では「自治」を重視し、そのよう

な問題を克服すべきだと強調するのである。

しかし他方で、『講義』では「行政管理と自治管理」の連携や「法による行政と法による自治」の

連携が重要であるという表現で、「自治」とは異なる「行政」も重視している（11頁）。そもそも、同

書が推奨する農村社区の典型事例では、最初から「行政化」の傾向が見受けられる。つまり、農村社

区によって村の組織を強化するということは、「行政化」された「農村社区」によって、村レベルの

管理を強化することを意味していると言えよう。

例えば前述のように、「一村一社区」の湖南省では、「社区サービスセンター」の主任に党支部書記、

副主任に村民委員会主任が就任するとされている。つまり「社区」という枠組みを新たに作ることで、

「村民自治」の本旨に基づけば分離されてしかるべき村民委員会と党組織とをむしろ融合させ、結果

として党組織が上に立つという、「行政化」された秩序を再構築することになる。

また「多村一社区」の山東省諸城市では、2010年 6月に、それまで社区の内部に残っていた行政村

を廃止した。つまり、憲法に定められた「大衆自治組織」である村民委員会が廃止されたのである。

これによって、諸城市はメディアの注目を集めることとなった。

一つの問題は、村民委員会廃止の合法性である。だがより大きな論議を引き起こした問題は、農民

の宅地を収用し、中心村に新たに建設した集合住宅へと、集団移転させたことである21）。折から、08

年のリーマン・ショック後の公共投資増加にともない、開発のための土地収用を進める政府・開発業

者と、それに抵抗する農民との衝突が各地でクローズアップされている時期の出来事であった。

諸城市側の説明では、村民会議を開いて農民の同意を得ており、「村民自治」の手続きを踏んでか

ら移転を実施したのだという22）。しかし複数の報道が、移転に反対する農民の声を報じている。ある

村では、反対派村民の果樹園が荒らされ、暴力沙汰となった。果樹園を荒らした 82名を率いていた

のは村の党支部トップの書記だった。その後、100名以上の村民が移転反対の意見書を提出し、抗議

を行った。これは「自治」ではなく、トップダウンの「行政化」の方式である。同様の問題は、同じ

山東省内で済寧市など複数の地域で指摘されている23）。また諸城市では人的にも「行政化」が進んで

いる。208個ある社区レベルに新設された党組織のトップのうち、上級から派遣された人員が 67%を

占めている24）。もともと、2007年に社区建設を開始した当初から、人員削減を迫られている郷鎮政府

の人員の受け皿として位置づけられており、08年の段階で 800人が社区のサービスセンターに派遣さ

れていたという25）。

これらの地方政府が農民を移転させる形で「農村社区建設」を行った動機としては、経済的利益の
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追求も指摘されている26）。山東省の地元紙では繰り返し、集合住宅への移転によって住宅用の土地を

開発用地に変え、そこに企業の投資を誘致することにより利益が得られることが強調されている27）。

これに対し、経済的利益を追求するために「自治」をないがしろにし農民の権利を侵害したという批

判が高まっている。

一方で、これを肯定的に評価する研究者もいる。農村問題専門家として著名な李昌平は、農村の宅

地を収用して農民を集合住宅に移転させることは経済のためにも農民の生活レベルの改善のためにも

必要なことだと論じた28）。ただし李も、当事者農民の同意を得ることが前提であるとしている。また

政府がブローカーになるのではなく、サービス（服務）に専心することが必要だとも言う。

この点は、南裕子が、政府がサービス型政府への転換を行っていることを踏まえ、その場合は、村

民委員会が「行政化」した方が利便性が高く、村の凝集力の強化にも役立つと指摘していることを想

起させる（南は集団移転については論じていない）29）。このように考えると、「自治」か「行政化」か

というより、政府が営利的なブローカーなのか、サービス（服務）型なのかという問題が浮上する。

確かに、サービス型政府への転換は、中国政府によって繰り返し唱えられている。しかし、もともと

営利的傾向が強い中国の地方政府は、リーマン・ショック後ますますその傾向を強めている30）。この

タイミングで「行政化」された「農村社区建設」を進めれば、土地収用をめぐる問題を悪化させる危

険を促進せざるを得ないと思われる。

3-4.　「農村社区建設」と自然村

「一村多社区」下の江西省A村（「村落社区」）を調査した尹利民は、これを新たな「社区化ガバナ

ンス（治理）」と呼び、建国以来「村民自治」まで続いた「行政化ガバナンス（治理）」の歴史を打破

するものとして高く評価している。「社区化ガバナンス」の具体的な成果は、宗族の祠堂の修繕費用

の徴収、灌漑設備の費用の徴収、老人と子どもによる掃除の実施などである。ある行政村の党支部書

記は、自然村レベルの「村落社区」がうまく機能した結果、自分はすることがないと話したとい

う31）。また別の調査では、九江市で行われた土地収用で、ボランティア協会がこれを取り仕切った事

例も報告されている32）。このように、「五老」と呼ばれる退職した老幹部などが、社区内の資源を有

効利用して公益事業を行う姿は、都市における「行政化」が強まる以前の活発な「社区建設」を彷彿

とさせる。

江西省の事例には、宗族による集落の凝集力が強いという特徴があり、単純に一般化することはで

きない。それでも、最末端の自然村レベルの凝集力が、行政村レベルよりも相対的に強いことが、公

共サービスの提供に重要な役割を果たすとの指摘は、近年複数の研究者によって行われているところ

である33）。

ただし、尹が「行政化ガバナンス」の弊を免れる可能性を見出した江西省の「村落社区」についても、
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他の論者からは「行政化」の傾向が指摘されている。例えば、将来は「村落社区」のボランティア協

会が村民委員会の下部機構のようになることが危惧されている34）。さらに、社区のレベルを自然村か

ら行政村レベルに上げる動きが出てきており、これは「中心＋村落」と呼ばれている。ここでは、行

政村の党支部と村民委員会が主体となって「農村社区サービスセンター（服務中心）」を作る。村落

社区はこれと協働する。この仕組みの紹介者によれば、これは「村民自治」を自然村にまで浸透させ

る試みともされている35）。しかし、もともと江西省が村落社区建設を始めた背景には村民自治の「行

政化」の問題があった36）。そのようなところで行われる「中心＋社区」は、「一村一社区」の湖南省

や「多村一社区」の山東省諸城市の事例と同様に、「行政化」が進む契機と言える。

「中心＋村落」の背景としては、民政部が始めた実験県の大多数が「一村一社区」だったこと、ま

た民政部が「一村一社区」が最も適切だと主張していたことが考えられる37）。ある論者は、江西省の

ように自然村を単位とする場合、政府の統一指導による効率的な資源配置ができないと指摘してい

る38）。同様の議論は、「村民自治」についても行われたことがある39）。当初、村民委員会は自然村レベ

ルに置かれることになっていたのだが、実際には大部分の村民委員会が、複数の自然村を統合した行

政村レベルに置かれることになった。その理由として後に中国の著名な農村研究者・徐勇が指摘した

のは、人民公社時代からの行政的な継続性の重要性であった。また筆者はそこに、党の実質的な末端

組織である村党支部とレベルを合致させ、党による介入を行いやすくする意図があったと見ている。

その結果は、上述のごとく「村民自治」の「行政化」であった。このように考えると、江西省の「村

落社区」が同じ轍を踏む可能性は十分にあると思われる。

おわりに―「ボランティア組織」による「行政化」？―

本稿で述べた「村民自治」や「農村社区」の抱える問題点は、どのように解釈すべきであろうか。

都市の「社区建設」を検討した黒田由彦は、それが「自発性の発露」から始まりその後「行政化」に

転換したプロセスから、「中国の統治が、民衆の自発的エネルギーをうまく利用しながらも、行きす

ぎたらそれを阻止するという原則で一貫している」という仮説を導いている。その背景には、中国共

産党が「ボランティア組織」としての性格をもつことがあげられている。そのような共産党は、「自

治と統治のバランスをとりながら」、常に民衆から一定の支持を獲得できるというのである40）。

この仮説は、農村についても当てはまりそうである。「村民自治」や「農村社区建設」の「行政化」

は、具体的には「乱収費」や集団移転などによる農民の権利侵害の問題として指摘されている。言い

換えると、営利的な政府によって社会が振り回されているのである。これは、手続きや安定を重視す

る近代的な「行政」の通念から見れば、むしろ非「行政」的なものであろう。このように「行政化」

が非「行政」的な形態をとるのは、その主体である共産党が、近代的行政システムというよりも、よ



「村民自治」から「農村社区建設」へ 323

り流動性の高い「ボランティア組織」の性格を色濃く持っているからだと考えられる。そして、農村

では近代的行政システムの整備が都市よりもさらに不十分なため、「ボランティア組織」の流動的な

性格の影響をより大きく受け、安定した組織の形成が阻害されているのではないだろうか。

また、「消える農村」（田中信行）という趨勢の影響も無視できない。田中がそう指摘するのは、山

東省の「多村一社区」に見られる行政村の廃止や農民の集団移転といった現象が、「農村社区建設」

を標榜するか否かを問わず、近年全国各地で発生しているからである41）。また王暁毅によれば、80年

代の人民公社解体以降に「行政村」（村民委員会）が設置された時からすでに、自然村の機能の弱体

化と、それに代わる国家による介入の強化が進行してきた42）。それでも 90年代は行政村レベルの「村

民自治」の意義が強調され、目指されたのは行政村の強化であったが、2000年前後からはその行政村

も「税費改革」などによって機能を奪われるようになった。そして近年ではさらに進んで、行政村そ

のものが解体されつつある。「農村社区建設」は、理念はともかく現実には、その流れを後押しして

いる。

つまりこう考えられる。中国共産党は「統治」の主体であるが、「ボランティア組織」としての性

格から、常に「自治」を必要とする。その「自治」のためには、農村社会の凝集力が必要である。し

かし、その凝集の核であるはずの自然村（あるいは「村民自治」において核とされた行政村）は、「統

治」の論理に引きずられた「行政化」によって、不断に弱められてゆく。その結果、「統治」もまま

ならなくなる。80年代以後の、人民公社解体→「村民自治」改革→「乱収費」問題→「税費改革」→

「村民自治」の衰退→「農村社区建設」改革、という転変の目まぐるしさは、そのようなサイクルを

反映しているのではないだろうか。

このサイクルから抜け出すためには、おそらく、「統治」と「自治」の間に明確な線引きを行い、

それぞれの固有の論理に基づいた整備を行うことが必要だと思われる。ここで問われているのは、共

産党が「ボランティア組織」としてではなく、近代的な統治主体として成熟できるか否かであろう。
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